
 

 

 国は、要保護児童等の問題を扱う組織体制の自治体間の差について問題視していた。平成２８年児童福祉法改

正により、市町村には児童福祉法第１０条の２に基づき、「市区町村子ども家庭総合支援拠点（以下「拠点」）を

整備することが努力義務とされた。自治体の人口規模（児童人口）に応じて、専門職員の配置等が明記され、こ

れまで以上に人的・質的な体制強化が求められている。また、２０２２年度までに全市区町村に拠点を設置する

方針から、本市においても令和３年度中に整備する。 

  

  

 

 

 

基本型（子育て支援課児童家庭係内）・母子保健型（健康推進課母子保健係内） 

子育てコンシェルジュや母子保健コーディネーターが、妊娠期から子育て期にわたる総合的相談

や支援を実施します。 

 情報共有しながら、一体的な支援を実施。 

【人員配置基準】 

常時 3 人（①子ども家庭支援員 2 人 ②虐待対応専門員 1 人） 

  ＊資格要件：社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、保育士、教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者等 

【要保護児童対地域策協議会】 

各関係機関が、子どもとその家庭等を支援する方法を検討する。責任を持って対応すべき支援機関

（主担当機関）を選定し、連携して対応する。 

〈関係機関〉警察署、保健所、教育委員会、市関係機関医師会等 

【業務内容】 

１） 子ども家庭支援業務 

・実情の把握、情報提供、相談等への対応、総合調整 

２） 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務 

・危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作成、支援及び指導等、児童相談所

の指導措置委託受けて指導 

３） 関係機関との連絡調整 

・要保護児童対策調整機関を担うことで、支援の一体性・連続性を確保し、児童相談所との円

滑な連携、協働の体制を推進 

４） その他の必要な支援 

・一時保護または措置解除後の児童等が安定した生活を継続していくための支援等 

 

   ＊拠点開設に合わせ、相談専用ダイヤルを設置し、相談に応じます。 
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・相談、養育環境等の調査、専門診断等 ・一時保護、措置（里親委託、施設入所、在宅指導等） 

愛知県中央児童・障害者相談センター（児童相談所） 

 

子育て世代包括支援センター 

社会分担・連携を図りつつ、常に協働して支援を実施 

低 

高 

清須市子ども家庭総合支援拠点（子育て支援課児童家庭係） 

■清須市子ども家庭総合支援拠点設置について 
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